
発行所
東京都千代田区霞ヶ関

財務ビル内（〒100-0013）

全国税労働組合
発行人　山本　浩二

電　話（03）3581−3678
ＦＡＸ（03）3507−0886
振替口座　00140-2-68514

(　1　)

“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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確
定
申
告
期

が
終
わ
り
、

や
っ
と
一
区
切

り
つ
い
た
と
思

う
間
も
な
く
税

務
調
査
が
始
ま

ろ
う
と
し
て
い
る
。
調
査
事

務
の
前
倒
し
と
は
言
う
が
、

事
後
処
理
の
後
回
し
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
復
興
税
も
れ

の
是
正
処
理
は
本
当
に
や
り

き
れ
る
の
か
、
い
つ
ま
で
か

か
る
の
か
▼
復
興
税
だ
が
、

使
い
道
は
大
丈
夫
だ
ろ
う

か
。
ま
た
関
係
の
無
い
所
に

使
わ
れ
な
い
か
心
配
だ
。
納

税
者
も
「
復
興
」
と
名
が
付

け
ば
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
も
少
な

い
ら
し
い
。
た
だ
、「
個
人
」

に
だ
け
負
担
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の

皆
さ
ん
は
面
白
く
な
い
よ
う

だ
▼
震
災
の
原
発
事
故
で
は

未
だ
　
万
人
も
の
人
々
が
避

14

難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
。
帰
還
に
も
移
住
に
も

目
途
の
立
た
な
い
状
況
だ
。

東
電
、
原
発
メ
ー
カ
ー
、
メ

ガ
バ
ン
ク
の
尻
拭
い
だ
け
は

勘
弁
願
い
た
い
。

〈
出
題
〉
九
段
　
石
榑
郁
郎

黒
先

〈
ヒ
ン
ト
〉左
側
の
黒
一
子
を

利
用
し
て
二
眼
を
作
り
ま

す
。

（
7
分
で
初
、
二
段
以
上
）

 確申期事後処理を最優先せよ

５
時
ま
で
受
付
は
超
勤

が
増
え
る

　
相
談
事
務
の
5
時
受
付
終

了
に
こ
だ
わ
る
ば
か
り
、
連

日
4
時
以
降
に
長
蛇
の
列
。

救
急
車
も
相
談
会
場
に
複
数

回
来
る
状
況
。
職
員
か
ら
は

5
時
前
に
受
付
を
締
め
切
れ

と
の
声
が
上
が
る
も
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
5
時
ま
で
受

付
」
を
理
由
に
受
付
を
早
め

に
切
り
上
げ
る
こ
と
を
し
な

か
っ
た
。
5
時
受
付
終
了
と

い
う
こ
と
は
超
勤
前
提
で
計

画
を
組
む
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
自
体
お
か
し
い
。

 北
か
ら
南
（
確
定
申
告
編
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
国
各
地
の
状
況

　
今
年
は
４
月
　
日
の
金
曜

18

日
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
行

動
に
は
財
務
省
・
金
融
庁
・

銀
行
に
関
わ
る
官
民
の
労
働

組
合
が
結
集
し
ま
す
。

　
当
日
は
、
朝
か
ら
財
務
省

前
の
宣
伝
行
動
を
は
じ
め
、

財
務
省
副
大
臣
交
渉
や
日

銀
、
金
融
庁
、
銀
行
協
会
へ

の
要
請
行
動
な
ど
が
終
日
行

わ
れ
ま
す
。
時
々
の
争
議
団

行
動
な
ど
も
支
援
し
、
争
議

を
解
決
に
導
い
た
歴
史
も
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
行
動
に
呼
応
し
東
海

地
連
（
栄
行
動
）
と
近
畿
地

連（
財
金
包
囲
近
畿
大
行
動
）

で
集
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　国民いじめの財務・
  金融行政をやめろ  

4月18日、財務金融共同行動

 管理運営・個人課税部門の超勤規制を
エ
ラ
ー
デ
ー
タ
に
 

              う
ん
ざ
り

　
３
月
　
日
で
所
得
税
・
贈

１７

与
税
の
確
定
申
告
は
一
応
終

了
し
ま
し
た
が
、
多
く
の
職

員
が
か
つ
て
の
よ
う
に
一
息

つ
い
た
感
じ
が
持
て
ず
に
い

ま
す
。

　
今
年
は
特
に
個
人
課
税
部

門
で
は
申
告
書
審
査
事
務
が

復
興
特
別
所
得
税
の
影
響
で

従
来
以
上
の
時
間
を
要
し
ま

し
た
。

　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
郵

送
か
つ
手
書
き
申
告
書
」
の

バ
ッ
チ
で
は
１
バ
ッ
チ
　
件
２５

の
う
ち
半
数
に
つ
い
て
誤
り

連
絡
せ
ん（
エ
ラ
ー
デ
ー
タ
）

が
出
力
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
の
場

合
、
そ
の
大
半
が
復
興
特
別

所
得
税
の
計
算
漏
れ
で
あ

り
、
還
付
留
保
や
事
後
処
理

対
象
に
な
り
、
正
当
な
計

算
、
申
告
書
・
添
付
書
類
の

コ
ピ
ー
な
ど
に
時
間
を
要
し

ま
し
た
。

　
申
告
書
の
回
付
の
遅
れ
、

超
過
勤
務
の
増
加
に
拍
車
を

か
け
ま
し
た
。

下
期
の
事
務
運
営
 

                見
直
し
を

　
４
月
以
降
、
復
興
特
別
所

得
税
が
ら
み
の
事
後
処
理
件

数
が
従
来
の
還
付
留
保
な
ど

に
よ
る
事
後
処
理
の
件
数
に

上
乗
せ
さ
れ
、
膨
大
な
事
務

量
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

　
一
部
の
調
査
担
当
者
を
除

き
調
査
着
手
を
先
送
り
し
、

事
後
処
理
を
最
優
先
さ
せ
る

ほ
か
、
非
常
勤
職
員
を
活
用

す
る
な
ど
創
意
工
夫
を
こ
ら

し
た
事
務
運
営
が
急
務
で

す
。
　
　
　
　
　
　
　（
関
信
）

　
超
勤
の
原
因
は
、「
①
５
時
ま
で
受
付
②
復
興
特
別
所
得

税
の
是
正
処
理
③
年
明
け
調
査
」
と
の
声
。

　
ま
た
、
管
理
運
営
の
超
勤
は
こ
れ
か
ら
も
続
き
ま
す
。

応
援
体
制
を
取
る
等
、
超
勤
削
減
を
要
求
し
ま
す
。

責
任
は
消
え
、
法
人
復
興
税

も
２
年
で
消
え
ま
し
た
。
震

災
予
算
の
使
わ
れ
方
や
脱
原

発
の
声
に
も
関
わ
ら
ず
、
原

発
輸
出
や
再
稼
働
な
ど
、
国

民
の
意
思
と
違
っ
た
政
治
が

進
め
ら
れ
て
い
る
現
状
へ
の

批
判
が
あ
る
の
で
は
？
 

　
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
時
期
に
 

　
　
負
担
に
す
る
な

　「
職
員
が
必
死
で
確
定
申

告
の
処
理
を
し
て
い
る
時

に
、
身
上
申
告
書
や
人
事
評

価
の
自
己
評
価
だ
の
翌
期
の

業
務
目
標
だ
と
か
言
わ
れ
て

も
何
か
ピ
ン
と
来
な
い
」
と

い
う
声
が
多
い
。
制
度
と
し

て
や
は
り
お
か
し
い
。

＊
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
は
、
非

常
勤
職
員
に
貸
し
出
し
て
い

て
、
作
れ
な
い
と
の
声
も
。

最
低
限
、
非
常
勤
用
の
パ
ソ

コ
ン
を
確
保
す
べ
き
で
す
。

損
害
賠
償
金
は
雑
所
得
？

　
福
島
原
発
事
故
で
、
除
染

費
用
や
、
農
作
物
の
風
評
被

害
に
苦
し
ん
で
い
る
納
税
者

が
東
京
電
力
に
対
し
、
損
害

賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
当
然

の
権
利
。
で
も
、
仙
台
局
は

「
損
害
賠
償
金
の
一
部
」
を

「
雑
所
得
」と
し
て
申
告
す
る

よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。

こ
ん
な
納
税
者

　「
復
興
所
得
税
が
気
に
入

ら
な
い
（
で
も
）
P
C
来
署

型
で
は
文
句
な
し
」。

　
震
災
か
ら
3
年
、
津
波
は

自
然
災
害
で
す
が
原
発
事
故

は
人
災
で
す
。
今
な
お
避
難

者
は
　
万
人
で
、
原
発
を
安

27

全
な
ク
リ
ー
ン
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
推
進
し
て
き
た

企
業
や
政
府
の
責
任
が
問
わ

れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
株
主
な
ど
企
業

　
組
合
員
の
声
（
つ
ぶ
や
き
編
）

昨年、4月19日の財務省前集会に参加した組合員

管
運
・
総
務
引
続
き
 

　
　
％
以
上

30
　
愛
知
支
部
は
、
２
月
　
日
２８

（
金
）「
超
勤
パ
ト
ロ
ー
ル
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
全
国
税

「
愛
知
」
の
機
関
紙
か
ら
、
一

部
を
転
載
し
ま
す
。

　
部
門
ご
と
（
愛
知
支
部
全

体
）の
在
署
割
合
を
み
る
と
、

①
管
運
…
　
・
8
％
、
②
総

34

務
…
　
・
8
％
、
③
個
人
・

32

資
産
…
　
・
5
％
、
④
徴
収

13

…
　
・
8
％
、
⑤
法
人
・
酒

12
…
9
・
7
％
と
い
う
結
果
に

な
り
ま
し
た
。
管
連
と
総
務

は
前
回
に
続
き
、
在
署
割
合

が
　
％
以
上
に
な
り
ま
し

30

　
４
時
を
過
ぎ
る
と
審
査
事

務
の
職
員
が
相
談
会
場
に
総

動
員
さ
れ
、
審
査
事
務
が
遅

れ
る
こ
と
に
な
り
、
超
勤
が

増
え
て
し
ま
っ
た
。

年
明
け
調
査
で
超
勤

　
今
事
務
は
調
査
を
年
が
明

け
て
ま
で
も
や
っ
た
影
響

で
、
調
査
が
確
申
期
間
ま
で

ず
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
審

査
事
務
の
合
間
に
処
理
す
る

た
め
こ
れ
も
ま
た
、
超
勤
発

生
の
原
因
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
様
な
調
査
の
や
り

方
は
や
め
る
べ
き
だ
。

　
　
　
　
　
　
　（
東
京
）

リ
ピ
ー
タ
ー
を
 

増
や
し
て
い
る
原
因
は

　
今
年
も
多
く
の
納
税
者
が

訪
れ
た
。
駐
車
場
か
ら
八
〇

〇
ｍ
も
車
が
連
な
っ
た
。
三

階
の
会
場
に
入
り
き
れ
ず
、

一
階
の
フ
ロ
ア
ー
ま
で
納
税

者
が
並
ん
だ
。「
番
号
札
を

作
れ
」
と
い
う
声
も
あ
っ
た

…
…
▼
誰
し
も
が
、
Ｐ
Ｃ

コ
ー
ナ
ー
に
よ
り
、
リ
ピ
ー

タ
ー
を
増
や
し
て
い
る
と
言

う
。
確
か
に
「
Ｐ
Ｃ
で
や
っ

て
も
ら
い
ま
す
」
と
の
納
税

者
が
多
い
。
事
後
の
処
理
が

効
率
的
と
い
う
当
局
の
思
惑

も
あ
る
。
高
齢
者
の
割
合
が

高
い
来
署
者
に
、「
Ｐ
Ｃ
で

申
告
」
は
理
に
か
な
っ
て
い

る
の
か
▼
納
税
者
サ
ー
ビ
ス

の
観
点
で
も
、
こ
れ
で
い
い

の
か
。
立
ち
っ
ぱ
な
し
で
、

体
調
崩
す
納
税
者
が
出
る
。

地
域
住
民
か
ら
、
長
蛇
の
車

の
列
に
、「
生
活
侵
害
だ
」
の

抗
議
が
あ
と
を
絶
た
な
い
▼

混
み
合
う
申
告
会
場
を
職
員

が
小
走
り
で
駆
け
回
る
。
湿

布
薬
を
貼
り
、
コ
ル
セ
ッ
ト

を
つ
け
て
、
立
ち
っ
ぱ
な
し

に
耐
え
、
夜
は
超
勤
が
待
っ

て
い
る
。
溢
れ
か
え
る
納
税

者
に
、「
職
員
を
犠
牲
に
す

る
な
」
の
声
が
強
ま
る
。

　
　
　
　
　
　（
北
海
道
）

た
。
管
運
で
高
か
っ

た
の
は
、
①
津
島
…

　
・
2
％
②
一
宮
…

72　
・
0
％
③
瀬
戸
…

65　
・
6
％
で
し
た
。

63他
に
も
小
牧
、
昭
和

も
　
%
以
上
で
し

60
た
。　
　
　（
東
海
）

※
グ
ラ
フ
・
漫
画
と

も
愛
知
支
部
紙
か
ら

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

２
署
で
救
急
車

　
立
ち
っ
ぱ
な
し
、
複
数
相

談
体
制
で
職
員
は
大
き
な
負

担
を
感
じ
ま
し
た
。
さ
ら
に

１
対
３
～
４
の
対
応
で
納
税

者
の
不
満
を
受
け
て
の
相
談

体
制
に
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る

職
員
の
声
も
多
く
聞
か
れ
ま

し
た
。
納
税
者
も
待
合
、
相

談
、
パ
ソ
コ
ン
で
の
立
ち
っ

ぱ
な
し
で
、
高
齢
者
を
中
心

に
体
調
不
良
を
訴
え
、
今
年

も
支
部
内
の
２
署
で
救
急
車

の
出
動
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　（
近
畿
）

曳
栄

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
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鞍
杏

庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵

鞍
杏

庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵

鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵

鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵
被
災
地
支
援
職
員
の
 

　
　
　
　
処
遇
改
善
を

【
東
北
地
連
・
青
森
支
部
】

　
今
年
の
確
申
期
は
、
各

署
か
ら
震
災
被
災
地
へ
の

支
援
派
遣
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
派
遣
さ
れ
た
職
員

か
ら
は
、「
大
変
だ
っ
た
」

と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き

ま
す
。
派
遣
先
で
の
勤
務

は
、
月
曜
日
の
午
前
８
時

半
か
ら
。
こ
れ
は
、
青
森

の
職
員
も
秋
田
の
職
員
も

同
じ
で
す
。

　
以
前
は
月
曜
日
の
朝
、

自
署
に
出
勤
し
て
か
ら
出

発
す
る
の
で
被
災
地
署
へ

の
到
着
は
、
月
曜
日
の
午

後
で
し
た
。
今
年
は
月
曜

日
の
午
前
８
時
半
か
ら
と

い
う
こ
と
で
日
曜
日
に
自

宅
を
出
発
し
前
泊
で
す
。

　「
月
曜
日
の
午
前
が
忙

し
い
」
と
い
う
の
は
わ
か

り
ま
す
が
、
遠
方
か
ら
派

遣
さ
れ
る
職
員
に
は
、
そ

れ
な
り
の
手
当
て
を
す
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
大
事
な
日
曜
日
の
半

日
を
つ
ぶ
さ
れ
て
、
何
の

保
障
も
な
し
と
い
う
の
は

お
か
し
い
で
し
ょ
う
。

　
最
終
日
の
金
曜
日
も
、

終
了
は
午
後
５
時
で
す
。

こ
れ
も
以
前
は
午
後
５
時

ま
で
に
自
署
に
戻
れ
る
よ

う
に
帰
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
難
し
い
の
で
あ

れ
ば
、
午
後
、
遅
く
と
も

午
後
３
時
に
は
署
を
出
る

と
い
う
の
が
当
然
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
金
曜
日

中
に
帰
る
の
が
困
難
で
あ

れ
ば
、
後
泊
も
つ
く
そ
う

で
す
が
、
金
曜
日
に
宿
泊

す
れ
ば
、
土
曜
日
が
半
日

以
上
つ
ぶ
れ
ま
す
。

　
当
局
は
、
来
署
者
か
ら

苦
情
が
出
な
い
よ
う
に
、

言
葉
に
気
を
付
け
て
、
相

手
の
立
場
に
立
っ
て
、
親

切
、
丁
寧
に
と
よ
く
言
い

ま
す
が
、
職
員
の
気
持
ち

も
考
え
て
、
少
し
は
配
慮

の
あ
る
対
応
を
し
て
欲
し

い
も
の
で
す
。

申
告
書
審
査
の
遅
れ
の
原

因
は
？

【
東
海
・
豊
田
分
会
】

　
各
署
の
申
告
書
の
審
査

の
遅
れ
が
目
立
ち
ま
す
。

（
期
限
付
き
の
仕
事
で
す
）

そ
の
原
因
の
主
な
項
目

は
、
①
調
査
の
未
済
を
抱

え
た
職
員
が
複
数
い
る
た

め
、
２
月
中
の
審
査
が
進

ま
な
か
っ
た
。
②
復
興
特

別
所
得
税
の
全
件
処
理
の

た
め
、
１
バ
ッ
チ
単
位
の

審
査
時
間
が
昨
年
よ
り
か

か
る
｡
③
休
職
者
な
ど
が

発
生
し
て
い
る
（
実
人
員

の
見
積
も
り
の
甘
さ
）。

④
相
談
事
務
の
疲
れ
か
ら

審
査
事
務
の
効
率
が
上
が

ら
な
い
。
な
ど
が
考
え
ら

れ
ま
す
。　

壊
れ
た
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
の
よ
う
に
…
…

【
近
畿
地
連
・
京
滋
支
部
】

　
あ
る
会
場
で
は
、
今
年

か
ら
２
階
を
待
合
室
に
、

３
階
を
申
告
会
場
。
納
税

者
に
は
好
評
だ
。
し
か

し
、
待
合
室
が
だ
ん
だ
ん

広
が
り
、
同
じ
ス
ペ
ー
ス

に
あ
る
職
員
な
ど
の
昼
飯

コ
ー
ナ
ー
は
だ
ん
だ
ん
と

狭
く
な
り
ま
し
た
。

　
Ｉ
署
で
は
、
総
合
受
付

研
修
で
、
総
務
課
長
が
　16

時
　
分
以
降
に
来
た
納
税

30
者
に
は
、「
本
日
の
相
談
は

終
了
し
ま
し
た
と
丁
寧
に

説
明
し
、
日
を
改
め
る
よ

う
に
…
…
」
と
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　（
納
税
者
と
も
め
て
も
）

「
壊
れ
た
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
の
よ
う
に
、
納
得
す

る
ま
で
繰
り
返
し
て
く
だ

さ
い
」
と
説
明
。

〈
解
答
〉
黒
１
、
３
と
三
子
に

し
て
捨
て
る
の
が
好
手
段
。

白
４
に
黒
５
、
７
で
黒
生
き

で
す
。
黒
１
で
２
は
白
１
黒

イ
白
６
で
黒
死
。。
黒
３
で

５
ま
た
は
イ
は
白
３
で
生
き

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

再
任
用
短
時
間
勤
務
で
あ
ら
た
な
差
別
！

再
任
用
職
員
の
労
働
条
件
底
上
げ
こ
そ
急
務
だ
！

　
３
月
末
に
平
成
　
年
度
年

２６

度
機
構
の
改
定
が
各
当
局
か

ら
伝
達
が
あ
り
ま
し
た
。

　
昨
年
の
伝
達
で
定
員
外
の

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の

配
分
と
し
て
、
全
国
で
　19

（
特
別
国
税
徴
収
官
３
、
特

別
国
税
調
査
官
　
）
の
設
置

16

が
認
め
ら
れ
た
旨
報
道
さ
れ

ま
し
た
が
、
今
回
は
具
体
的

に
各
局
の
配
分
数
が
提
示
さ

れ
ま
し
た
。

　
全
国
税
は
、
過
去
に
も
指

定
官
職
の
「
顧
問
先
斡
旋
」

が
社
会
か
ら
の
批
判
を
浴

び
、
一
部
の
幹
部
を
優
遇
す

る
制
度
は
許
さ
れ
な
い
と
指

摘
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
、

再
任
用
職
員
は
３
級
の
給
与

し
か
支
給
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
今
回
の
６
級
再
任
用
職

員
と
の
給
与
格
差
は
、
あ
ら

た
な
差
別
人
事
と
言
え
ま

す
。
　
現
在
、
再
任
用
職
員
は
３

級
で
２
８
２
，
１
０
０
円
と

再任用にかかわる要求
１　任期を１年更新でなく、年金満額支給年齢までとす
　ること。
２　職務内容、勤務地について以下の要求を実現するこ
　と。
(１) 勤務地は本人の希望を尊重すること。
(２) 経験と年齢に見合った職務とすること。調査・徴収
　事務に限らず内部事務、相談事務も対象とすること。
３　給与格付けの改善や諸手当の改善を行うこと。
（１）給与水準を引き上げること。
（２）配偶者手当を支給すること。
(３）期末手当、勤勉手当を「現役職員」並みとすること。
（４）地域手当の異動保障期間を「現役職員」と同じにす
　ること。

 希望を尊重し、子育て・介護できる
 配転と単身赴任・遠距離通勤解消を！

　
全
国
税
は
４
月
１
日
、
国
税
庁
長
官
に
対
し
「
公
正
で
明
朗
な
人
事
の
確
立
を
求

め
る
要
求
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

子
育
て
、介
護
中
の
職
員
の
 

               配
転
に
配
慮
を

　
子
育
て
支
援
と
高
齢
者
対

策
は
政
府
方
針
で
す
。
長
官

は
「
政
府
の
一
員
」
と
言
う

な
ら
、
最
重
要
課
題
と
し
て

取
り
組
む
べ
き
で
す
。

　
昨
年
の
定
期
異
動
で
は
、

札
幌
局
で
の
配
転
で
、
札
幌

か
ら
異
動
に
な
っ
た
共
働
き

職
員
の
妻
が
退
職
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
事
例
を
機
関
紙
で

も
紹
介
し
ま
し
た
。
国
税
庁

と
し
て
各
局
に
子
育
て
中
の

職
員
に
最
大
限
配
慮
す
る
よ

う
、
指
示
を
す
る
こ
と
を
求

め
ま
す
。

単
身
赴
任
・
遠
距
離
通
勤
は

　
職
員
の
負
担
増

　
単
身
赴
任
は
、
二
重
の
生

　
公
務
の
要
請
で
転
勤
さ
せ

て
お
い
て
宿
舎
が
な
い
で
は

無
責
任
で
す
。
宿
舎
確
保
が

出
来
な
い
な
ら
民
間
か
ら
の

借
り
入
れ
や
住
居
手
当
の
支

給
額
増
額
を
す
べ
き
で
す
。

保
育
園
に
入
園
で
き
な
い

　
育
児
休
業
明
け
の
職
員
か

ら
は
、「
保
育
園
に
入
れ
た

く
と
も
、
空
い
て
い
な
い
」

「
特
に
ゼ
ロ
歳
か
ら
３
歳
ま

で
預
か
っ
て
く
れ
る
保
育
園

を
探
す
こ
と
が
大
変
」
と
の

声
を
聞
き
ま
す
。「
待
機
児

童
」
は
社
会
問
題
に
も
な
っ

て
お
り
「
公
務
の
職
場
で
保

育
所
を
作
れ
ば
空
い
た
人
員

に
民
間
で
働
く
女
性
た
ち
の

子
ど
も
が
入
園
で
き
る
」
こ

と
に
な
る
こ
と
も
考
え
る
べ

き
で
す
。

活
費
が
か
か
り
、
職
員
の
経

済
負
担
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
最
近
は
新
幹
線
等

の
整
備
が
進
み
、
家
庭
の
事

情
等
か
ら
も
、
単
身
赴
任
よ

り
遠
距
離
通
勤
を
選
択
す
る

職
員
も
増
え
て
い
ま
す
。
新

幹
線
等
通
勤
費
の
持
ち
出
し

は
家
計
を
圧
迫
し
て
い
ま

す
。
交
通
費
全
額
支
給
も
重

要
で
す
が
、
単
身
赴
任
・
遠

距
離
通
勤
は
当
局
の
配
転
政

策
で
縮
小
で
き
る
話
で
す
。

転
勤
し
て
も
宿
舎
が
な
い

　
国
税
庁
は
「
頻
繁
に
転
勤

す
る
職
員
用
と
し
て
、
必
要

な
戸
数
は
確
保
し
て
い
る
」

と
言
い
ま
す
が
、
宿
舎
廃
止

の
影
響
は
深
刻
で
す
。

　
ま
た
、
地
方
局
で
は
宿
舎

そ
の
も
の
が
足
り
ま
せ
ん
。

賃
下
げ
特
例
法
は
終
わ
っ
た
が

　
現
給
保
障
は
、
３
月
　
日
31

で
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

　
現
給
保
障
は
、
２
０
０
６

年
４
月
１
日
に
現
行
の
俸
給

表
が
導
入
さ
れ
た
際
、
同
日

に
お
け
る
俸
給
月
額（
本
俸
）

が
、
切
替
前
の
俸
給
月
額

（
本
俸
）に
達
し
な
い
職
員
に

対
し
て
、
受
け
て
い
た
俸
給

月
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、

姶 逢娃娃娃娃娃

姶逢 娃娃娃娃

法人税等資産税所得税等徴　収
１仙　台

１１１１関東信越
３２３１東　京
１名古屋
１１１大　阪

１広　島
６４６３計

な
っ
て
い
ま
す
。
６
級
格
付

け
で
は
３
４
７
，
３
０
０
円

と
な
り
、
そ
の
差
額
は
６

５
，
２
０
０
円
で
　
％
増
と

２３

な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
退
職
と
な
る
普
　
期
32

生
相
当
の
職
員
か
ら
年
金
支

給
開
始
年
齢
が
１
年
繰
り
下

げ
ら
れ
、
初
め
て
無
年
金
期

間
が
生
じ
ま
す
。
来
年
退
職

の
　
期
生
相
当
ま
で
が
１
年

33
間
、
そ
れ
か
ら
　
、　
期
相

34

35

当
が
２
年
間
と
２
年
ご
と
に

支
給
開
始
が
１
年
先
延
ば
し

さ
れ
、
退
職
金
も
下
げ
ら
れ

職
員
は
怒
っ
て
い
ま
す
。

　「
雇
用
と
年
金
の
接
続
」は

政
府
方
針
で
あ
り
、
全
国
税

は
再
任
用
者
全
体
の
、
労
働

条
件
改
善
こ
そ
が
重
要
と
考

え
、
長
官
に
下
記
の
要
求
を

し
て
い
ま
す
。

　
長
官
は
一
部
幹
部
職
員
の

優
遇
は
や
め
、
再
任
用
者
全

体
の
処
遇
を
改
善
す
べ
き
で

す
。

切
替
前
の
俸
給
月
額
と
の
差

額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す

る
旨
の
給
与
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
実
施
さ
れ
て
き
た
も

の
で
す
。

　
２
０
０
６
年
４
月
１
日
の

時
点
で
、
上
席
の
最
終
号
俸

と
な
る
５
級
　
号
俸
の
俸
給

85

月
額
（
本
俸
）
は
、　
万
７

43

千
円
で
し
た
。

　
２
０
０

６
年
３
月

　
日
の
時

31点
で
、
旧

７
級
　
号
16

俸
の
上
席

の
俸
給
月

額（
本
俸
）

は
　
万
２

44
百
円
で
し

た
。
　
２
０
０

６
年
３
月

　
日
の
時

31点
で
、
旧

７
級
　
号
１６

俸
以
上
の
号
俸
に
達
し
て
い

た
上
席
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

（
本
俸
の
引
上
げ
）が
行
わ
れ

る
か
、
６
級
ポ
ス
ト
に
昇
任

し
て
６
級
に
昇
格
す
る
か
し

な
い
限
り
、
定
年
退
職
ま

で
、
一
度
も
昇
給
し
な
い
こ

と
が
「
確
定
」
し
ま
し
た
。

　
現
に
、
２
０
０
６
年
以

後
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
月

額
（
本
俸
）
の
引
上
げ
は
、

一
度
も
、
行
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
　
し
た
が
っ
て
、
２
０
０
６

年
以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で

の
９
年
間
、
一
度
も
、
昇
給

し
て
い
な
い
上
席
は
、
多
数

い
ま
す
。

　
２
０
１
４
年
３
月
の
給
与

で
「
差
額
の
支
給
」
を
受
け

て
い
る
職
員
は
、
２
０
０
６

年
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
の

９
年
間
、
一
度
も
、
昇
給
し

て
い
な
い
人
で
す
。

　
こ
の
２
０
０
６
年
３
月
時

点
の
俸
給
月
額
（
本
俸
）
の

保
障
す
ら
や
め
る
と
い
う
の

が
、
現
給
保
障
の
廃
止
で

す
。

活
渇

潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟
潟

　
歳
代
後
半
職
員
の
給
与
は
戻
ら
な
い

５０
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